
 海外における奈良の宿泊ブランド力向上事業について、公募型プロポーザル方式により委託

業務の受託者を選定するので、次のとおり公告する。 

 

 令和８年５月１日 

 

奈良県知事  山 下  真          

 

１ 公募型企画提案に付する事項 

⑴  委託業務名 

 海外における奈良の宿泊ブランド力向上事業 

 

⑵  委託業務の目的 

本県の観光産業の課題として、全国に比して多くのインバウンド客が来県しているもの

の、宿泊観光客、観光消費が非常に少なく、また奈良公園周辺に集中していることがあげ

られる。 

近年のインバウンド客の動向として、特に日本の歴史文化に関心がある感度の高い層を

中心に、特定の地域に一定期間滞在し、その地域ならではのコンテンツを体験するニーズ

が高まっていることから、魅力的な体験コンテンツによる誘客は、地域での宿泊滞在を増

やし、観光消費を増加させる有望な取組と考えられる。 

そこで、ターゲット市場（イギリス・フランスの感度の高い旅行者）からのインバウン

ド誘客の促進と、本県の課題である宿泊観光客と観光消費の増加を目的に、ターゲット層

の旅行ニーズを踏まえた海外セールス、プロモーションに積極的に取り組み、「宿泊が必

要な魅力ある観光地」としてのブランド力の向上を図る。 

 

⑶  委託業務の内容  

・海外セールス・プロモーション 

・宿泊観光地ブランディングに関するレクチャー、アドバイス 

 

その他、詳細は「仕様書」に記載のとおり。 

 

⑷  委託上限額 

金 ２７，０００，０００円（消費税及び地方消費税を含む。） 

 

⑸  委託期間 

契約の日から令和９年３月３１日まで 

 

２ 応募形態 

  複数の法人等でグループを構成して応募する場合は、構成員は他のグループの構成員にな

ること、または単独で応募することはできない。 

複数の法人等でグループを構成する場合は次の事項に留意すること。 

⑴  代表団体を選出し、県との折衝については代表団体が行うこと。 

⑵  応募については、１応募団体につき１提案に限る。 

 

３ 公募型企画提案に参加する者に必要な資格 

この委託業務における受託者募集に参加できる者は、次に掲げる要件のすべてに該当する

者とする。（グループで応募する場合は構成員すべてが該当すること。ただし⑶については構

成員の代表者が該当すること。） 

 ⑴ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当していない

者であること。 



 ⑵ 奈良県物品購入等の契約に係る入札参加停止等措置要領による入札参加停止期間中でな

い者であること。 

⑶ 物品購入等に係る競争入札の参加資格等に関する規定（平成７年１２月奈良県告示第４

２５号）による競争入札参加資格者で営業種目「Ｑ５①広告・イベント業務」に登録をして

いるものであること（ただし、企画提案書提出時点において登録が認められていれば可と

する）。 

 ⑷ この公告に係る契約締結年度を除き過去５年間に国又は地方公共団体と同種及び同規模

以上の業務の元請け実績があること。 

※同種業務：「欧米豪地域への現地マーケティング、インバウンド誘客プロモーション業

務」 

 

４ 失格事由 

  提案者が次のいずれかに該当する場合は、失格とする。 

⑴  ｢３ 公募型企画提案に参加する者に必要な資格｣に定めた資格が備わっていないとき。 

 ⑵ 提出書類の提出期限を過ぎたとき。 

 ⑶ 本企画提案に対して、二以上の提案をしたとき。 

 ⑷ 本企画提案に対して、自己のほか、他の代理人を兼ねて提案したとき。 

 ⑸ 本企画提案に対して、二以上の代理人をしたとき。 

 ⑹ 見積書の金額、住所、代表者氏名、印影若しくは重要な文書の誤脱があったとき、金額を

訂正した見積をしたとき、その他提出書類に虚偽の記載をしたとき。 

 ⑺ 一以上の評価項目についての記載がなかったとき。 

 ⑻ 委託上限額を超える見積書が提出されたとき。 

 ⑼ プレゼンテーションに不参加のとき。 

 ⑽ その他提示した事項及び企画提案に関する条件に違反したとき。 

 

５ 企画提案募集要項の交付 

⑴ 交付場所 

   奈良県観光局 地域観光課 インバウンド戦略係 

   住所 〒６３０－８５０１ 奈良市登大路町３０番地 

⑵  交付期間、交付方法 

令和８年５月１日（金）から５月２０日（水）午後５時までの間に、⑴に示す場所または奈

良県地域観光課ホームページから入手するものとする。 

 

６ 参加申込書及び企画提案書の提出 

  企画提案募集要項に示すところによる。 

 

７ 企画提案に係る質問及び回答 

  企画提案募集要項に示すところによる。 

 

８ 審査方法 

  企画提案募集要項に示すところによる。 

 

９ 使用する言語及び通貨 

  日本語及び日本国通貨 

 

１０ 問い合わせ先 

  奈良県観光局 地域観光課 インバウンド戦略係 

   住 所 〒６３０－８５０１ 奈良市登大路町３０番地 

   電 話 ０７４２－２７－８４７９ 



メール  kanko@office.pref.nara.lg.jp 

 

１１ その他 

詳細は、企画提案募集要項に示すところによる。 


